
１ 保育体制強化事業の新設
• 保育所外等での活動おいて、子どもが集団で移動する
際の安全確保を図るため補助するもの

• 1施設当たり月額150,000円
• 詳細は確定次第お知らせします

２ 保育士宿舎借り上げ支援事業補助金の改正
※詳細については資料4-2を参照ください

• 国による住宅・土地統計調査に基づいた補助基準額の
見直し

• 1戸当たり補助基準月額82,000円（令和2年度は変動
なし）

• 第1四半期分一式を７月初旬の締切までに提出

３ 一時預かり事業の改正
※詳細については資料4-3を参照ください

• 国から示された利用児童数900人未満の施設等の補助基
準額の拡充導入を検討中）

• 職員配置基準の緩和
• 基本補助額交付申請書類一式を締切までに提出

４ 定員超過補助者雇上費補助金の改正
※詳細については資料4-4を参照ください

• 補助限度額（年額）の引き上げ
定員120人以下 2,215,000円 ⇒ 2,264,000円
定員121人以上 4,430,000円 ⇒ 4,528,000円

• 申請書類一式を６月初旬の締切までに提出

令和２年度各種補助金の概要及び改正点について
資料４－１

５ 年度限定型保育事業の改正
※詳細については資料4-5を参照ください

• 多子減免の導入
• 無償化に伴う延長保育料免除分の加算補助の廃止
• 実施届出書を4月初旬の締切までに提出

６ ICT化推進事業
※詳細については資料4-6を参照ください

• 保育士の業務不負担軽減を図るため、業務のICT化を行
うために必要なシステムの導入費用の一部を補助する
もの

• 1施設当たり1,000,000円
• 事業実施計画書類一式を6月末の締切までに提出

７ サテライト型小規模保育事業補助金の改正
※詳細については資料4-7を参照ください

• 補助上限額（年額）の引き上げ
1施設当たり4,450,000円から4,549,000円

• 申請書類一式を4月1日の締切までに提出



【参考】厚生労働省　令和２年度予算案
資料4-1別添

★本市においては、
※１について実施を検討中です。
詳細が決まりましたら、別途お知らせいたします。


